
＜一般委託＞

1 目      的 
　本業務は、横須賀港海岸において、該当地区の既に策定している海岸保全施設の長寿命化計画
書の更新、および長寿命化定期点検調査を行うものである。

2 履行期間 　１８０日間

3 施行場所 　横須賀市浦郷町２丁目地先ほか

4 業務内容 　別紙のとおり

5 特記事項 　別紙のとおり

6 関係法規 　海岸法

7 資格要件

　本業務履行については、下記の資格を有すること。
　（１）平成28年4月1日以降に、国、地方公共団体又は特殊法人等が発注した港湾施設又は海
岸保全施設の維持管理計画点検調査業務（現地調査ならびに維持管理計画書作成）の契約を
元請けとして締結し完了した実績があること。
　（２）本業務に従事する主任技術者は、建設部門（港湾及び空港）技術士もしくは、海洋・港湾構
造物維持管理士の資格を有すること。

8 契約方法 　総価による業務委託契約（一般委託）

9 支払方法 　委託料の支払いは、業務完了後一括払いとする。

10 その他事項    この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。

11
監　督　員
連　絡　先

みなと振興部　港湾整備課　飯田　達也　（連絡先　046-822-8442）

・この業務を施行するにあたって、仕様書でグリーン物品購入の指示がある場合は、横須賀市グ
リーン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品等を納入すること。また、仕様書で特に指示が
ない場合で委託代金に物品等の購入経費が含まれている場合は、できるだけこの方針に基づく環
境物品等の調達をお願いします。
（上記方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照）

・本市は、独自の環境マネジメントシステム（YES）により事務事業の環境負荷低減に努めているの
で、受託者においてもできる限り環境に配慮して業務を執行するようお願いします。

グリーン
物品購入

及び
環境配慮

関係

＜指示又は希望事項＞

横須賀港海岸保全施設長寿命化定期点検調査業務（一般委託）仕様書

横須賀港海岸保全施設長寿命化定期点検調査業務に基づく内容は、本仕様書の定めるところによる。



特 記 仕 様 書 

 

１ 業 務 名  横須賀港海岸保全施設長寿命化定期点検調査業務 

 

２ 業務概要  海岸保全施設の長寿命化計画の更新 1式 

海岸保全施設の定期点検      1式 

 

３ 履行場所  横須賀市浦郷町２丁目地先ほか 

 

４ 履行期間  １８０日間 

 

５ 業務目的 

本業務は、横須賀港において既に長寿命化計画が策定されている計画書の

更新、国有港湾施設及び市所有施設における本年度中の定期点検調査を実施し、

点検結果を取りまとめるとともに、老朽化の著しい施設について対策を検討す

るものである。 

 

６ 業務仕様 

  本業務は、「港湾設計・測量・調査等業務仕様書（国土交通省港湾局、 

令和３年３月）」の定めによるものとし、当該共通仕様書の共通編等における

契約条項等は、本市の契約条項等に読み替えて使用する。 

  なお、特記仕様書を最優先するものとする。 

 

７ 配置技術者について 

（１）港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書に定められた管理技術者を 

現場代理人及び主任技術者と読み替えるものとする。 

（２）本業務に従事する主任技術者及び照査技術者は、建設部門（港湾及び空    

  港）の技術士もしくは海洋・港湾構造物維持管理士の資格を有すること。 

（３）現場代理人が前項の資格を有する場合には、主任技術者を兼ねることが 

できる。 

（４）照査技術者は、現場代理人及び主任技術者を兼ねることができない。 

 

８ 一般事項 

（１）計画準備 

受託者は、長寿命化計画に係る定期点検に先立ち、業務の目的及び内容を理

解するとともに、現況の把握及び関連資料の収集を行うものとする。 

 



（２）承認 

   受託者が監督員に承認を求める場合は、文書によることとし、その回答

も同様ととする。 

 

（３）使用する基準及び図書 

ア 受託者は、「海岸保全施設維持管理マニュアル～堤防・護岸・胸壁の点検・

評価及び長寿命化計画の立案～（令和２年６月）」、「港湾の施設の維持管理

技術マニュアル（平成 30 年７月）（財）沿岸技術研究センター」、｢港湾の

施設の点検診断ガイドライン（令和３年３月）国土交通省港湾局｣、に準拠

し、実施するものとする（各参考図書について本市から提供はしない）。た

だし特別の事情によりこれによりがたい事項は、理由を付し監督員の承認

を得る事とする。 

イ 受託者は、ア以外の基準及び図書を検討に用いる場合、予め監督員 

の承認を得なければならない。 

ウ 上記ア、イの使用する基準及び図書は最新のものを使用する事を基本と

する。 

 

（４）再発注の禁止 

  受託者は、印刷製本、トレース等の簡易業務以外の技術的判断を必要とす 

る業務を第三者に請負わせてはならない。 

 

（５）守秘義務 

  受託者は、検討の実施過程で知った秘密とされている情報を第三者に漏ら

してはならない。 

 

（６）テクリス登録 

  受託者は、受注時又は変更時において、契約金額 100 万円以上の業務につ

いて、業務実績情報システム（テクリス）に基づき、受注・変更・完了・訂

正時に、監督員に登録内容の確認を受けた後に、（財）日本建設情報総合セン

ターに登録申請しなければならない。 

また、（財）日本建設情報総合センター発行の｢登録内容確認書｣が受託者に

届いた際には、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。 

登録申請の期限は、次のとおりとする。 

ア 受注時登録データの提出期限は、契約締結後 10日以内とする。 

イ 完了時登録データの提出期限は、業務完了後 10日以内とする。 

ウ 履行期間中に受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があ

った日から 10日以内に変更データを提出しなければならない。 

エ 変更時と完了時の間が 10 日間に満たない場合は、監督員の承諾を得て

変更時の提出を省略できるものとする。 

 



（７）下検査の実施について 

  完了検査前に、現場代理人が立会いの上、港湾整備課の実施する下検査を

受けなければならない。 

 

（８）その他 

業務の進捗状況等について監督員と密に連絡を取り業務が円滑に履行でき 

るよう配慮すること。本仕様に記載なき事項及び疑義を生じた場合には、監督 

員と協議の上対処すること。 

 

 

９ 条 件 

（１）本業務の基準高は、東京湾平均海面下１．０２ｍとする。 

（２）受託者は、潮位、波浪、流れ、海底地形、底質その他必要な自然条件・

設計条件を考慮し長寿命化計画に係る点検業務を行うものとする。 

（３）受託者は、点検業務に用いる自然条件を決定する場合、決定結果につい

て監督員の承認を得なければならない。 

 

 

 

１０ 業務内容 

１０－１ 長寿命化計画更新 

横須賀港海岸のうち、別紙に示す深浦地区の１地区海岸について、長寿命

化計画に係る現地調査結果を整理し、長寿命化計画を更新する。 

 

（１）計画準備 

長寿命化計画を更新するにあたり事前に業務全体の目的及び内容を把握

し、業務の手順及び遂行に必要な事項を企画・立案する。 

 

（２）資料収集整理 

長寿命化計画を更新するにあたり対象施設の設計図書及び工事完成図書

等から必要な事項を抽出し、整理する。図面データは AutoCADでまとめるこ

と。 

 

（３）結果の検討 

収集整理された資料及び調査結果を基に対象施設の長寿命化計画を更新

するための検討を行う。 

検討内容は「海岸保全施設の技術上の基準・同解説」、「海岸保全施設の維

持管理マニュアル」に従った内容とし、点検診断計画、総合評価、維持補修

計画、異常時における点検診断などについて検討を実施する。 

維持補修の方針については、複数の補修工法を挙げ、現場の制約条件のも



と、今後の維持補修の実施を含めて最も効果的・効率的で経済的な方法を選

定するものとする。なお、工法の選定は、監督員の承認を得なければならな

い。数量について、項目数は１ケースとする。 

 

（４）報告書作成 

以上を取りまとめて、報告書を作成する。なお、報告書の冒頭には、策

定した対象施設の長寿命化計画の概要を示すとともに、更新コストや将来

の定期点検調査に掛かるコストを整理し、長寿命化計画を更新することに

よるコスト縮減効果を示すものとする。 

受託者は、検討で使用した公式、その計算過程及び引用文献を成果品に

記載するものとする。 

 

（５）照 査 

長寿命化計画更新に関わる全ての成果品に関して、照査技術者による照 

査を実施する。 

 

１０－２ 現地調査 

横須賀港海岸のうち、別紙に示す深浦地区の１地区海岸について、長寿命

化計画更新に係る現地調査を実施し、長寿命化計画書の更新をする。 

 

（１）調査・測量準備 

現地調査業務を行うにあたって事前に業務全体の目的及び内容を把握し、 

業務の手順及び遂行に必要な事項を企画立案する。現地調査の実施計画を 

策定し、現地関係者に調査実施について周知・調整する。また、現地調査 

に必要となる機材について、現地に運搬する。 

 

（２）現地調査 

ア 目視調査（１） 

陸上から施設全体の目視可能な部材について劣化・損傷状況などの目視 

調査を行い、記録等を整理する。 

目視調査結果については変状図を作成し、老朽化度の判定の根拠とする。 

   

   イ 目視調査（２） 

    船外機船を使用し、船上にて施設全体の海面上の部材について、劣化・ 

損傷状況等の目視調査を行い、記録等を整理する。 

    目視調査結果については変状図を作成し、老朽化度の判定の根拠とする。 

    

     ウ 潜水調査（１） 

    潜水士により、海面下の部材について劣化・損傷状況等の目視調査を行 

い、記録を整理する。また、基礎マウンドについても目視にて洗掘等の有 



無を確認し、記録を整理する。 

    目視調査結果については変状図を作成し、老朽化度の判定の根拠とする。 

     

（３）報告書作成 

現地調査の内容について、報告書を取りまとめる。なお、報告書の冒頭

には、各施設の現地調査結果の概要を示すものとする。 

受託者は、検討で使用した公式、その計算過程及び引用文献を成果品に

記載するものとする。 

 

１０－３協議・報告 

協議・打合せは、事前協議、中間報告、最終報告の３回を基本とする。 

調査遂行中に疑義が生じた場合は、別途協議する。 

 

１１ 照 査 

（１）受託者は、照査技術者を定め照査するものとする。 

（２）照査技術者が行う照査は、次に掲げる事項とする。 

ア 業務条件の適切性 

イ 業務方針及び業務内容の適切性 

ウ 現地調査方法及び調査結果の評価の適切性 

エ 補修工法の選定及び評価の適切性 

オ 点検診断計画の適切性 

 

１２ 成果品 

（１）受託者は、長寿命化計画策定および現地調査の成果として、以下の内容 

の成果品を作成し提出するものとする。報告書は、現地調査編と長寿命化 

計画編の２分冊とし、点検調査については現地調査編に含むこととする。 

なお、各編のページ数によってはさらに分冊としてもよい。 

   ア 報告書  黒表紙製本（Ａ４判）………… ２部 

   イ 原稿（電子成果）  ……………………… １式 

   ウ 図面（電子成果）  ……………………… １式 

（２）図面データは IJCAD2021で使用できるものとし（過去のバージョ 

ンを読み取ることは可能）、図面についてはＡ３判に縮小したときに判読 

可能な大きさとする。 

 

１３ その他 

（１）関係機関との協議が必要となった際には、協議用資料を作成すること。 

（２）業務開始前に業務計画書を提出すること。 

（３）本業務は、以下の基準等を使用し、積算している。 

  ア 港湾請負工事積算基準           [令和２年度版] 

  イ 維持管理計画書策定積算基準               [令和３年４月 1日版] 



  ウ 維持管理計画策定のための現地調査積算基準 [令和３年４月１日版] 

  エ 船舶及び機械器具等の損料算定基準     [令和２年４月 1日版] 

（４）貸与品は以下のとおりとする。 

  ア 平成 28年度横須賀港海岸保全施設長寿命化計画策定業務報告書 



1  浦郷町５丁目 護 岸  浦郷地区４護岸  直立式 昭和59年度

 ｺﾝｸﾘｰﾄ単塊

2  浦郷町５丁目 護 岸  浦郷地区12護岸  直立式 昭和62年度

 鋼矢板

3  浦郷町５丁目 護 岸  浦郷地区７護岸  混成式 平成元年度

 鋼矢板

4  浦郷町３丁目 護 岸  浦郷地区14護岸  直立式 平成６年度

 鋼矢板

5  浦郷町２丁目 護 岸  浦郷地区11護岸  直立式 平成元年度

 鋼矢板

6  浦郷町２丁目 護 岸  浦郷公園護岸  傾斜式 昭和55年度

 （捨石）

7  浦郷町１丁目 護 岸  浦郷地区15護岸  傾斜式 不明

8  浦郷町３丁目 こ う 門  深浦陸閘１  引戸式 平成６年度

9  浦郷町３丁目 こ う 門  深浦陸閘２  引戸式 平成６年度

10  浦郷町３丁目 こ う 門  深浦陸閘３  引戸式 平成６年度

11  浦郷町３丁目 こ う 門  深浦陸閘４  引戸式 平成６年度

12  浦郷町３丁目 こ う 門  深浦陸閘５  片開き式 平成６年度

13  浦郷町３丁目 こ う 門  深浦陸閘６  片開き式 不明

合計 6050.4 3850.2 2948.5

海岸保全施設長寿命化点検調査業務

区分 位 置 種 類 名 称 構 造 摘　　　要 しゅん工年度
施工規模(参考） 目視調査

（１）【m2】延長（ｍ）
目視調査
（2）【m2】

潜水調査
（１）【m2】

B-5-013

B-5-173

B-5-016

B-5-202

B-5-172

B-5-019

B-5-212

- 4.8 0 0

- 4.8 0 0

- 4.8 0 0

- 4.8 0 0

- 1.8 0 0

1.8 0 0

278.1 1195.9 1087.3 570.1

151.8 1231.5 294.4 432.8

206.8 1048.8 402.8 527.7

90.3 593.2 176.1 410.9

208.6 1332.8 399.5 296.4

83.6 593.6 1360.2 710.6

66.3 31.8 129.9 0

-

3.2

3.2

3.2

3.2

1.8

1.8
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